
 

 

  

 

 

令和２年度 

研修所研修の基本計画 
～ 創造性豊かで自律的に行動する職員の育成 ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年６月 

宮 城 県 公 務 研 修 所 

 

変更後全文 



 

 

目    次 

 

 

Ⅰ 基本方針 

 

 １ 宮城県が目指す職員像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1 

 ２ 職員に求められる資質・能力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   1 

 ３ 研修所研修の基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2 

 

Ⅱ 令和２年度の主な取組 

 

 １ 階層別研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3 

 ２ 選択制研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4 

 ３ 派遣研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4 

 ４ 必修選択制研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   5 

 ５ 学習的職場風土づくりへの支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   5 

 ６ 職場における研修推進に向けた支援強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   6 

 ７ 研修所研修の研修効果把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   6 

 

Ⅲ 令和２年度研修所研修体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7 

 

Ⅳ 令和２年度研修所研修構成図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   8 

 

Ⅴ 令和２年度研修実施計画の概要 

 

 １ 階層別研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   9 

 ２ 派遣研修：自治大学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  16 

３ 派遣研修：東北自治研修所研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17 

４ 自主研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  26 

５ 職場研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  27 

 

Ⅵ 令和２年度研修所研修年間予定表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  28 

 

 

 

 

※ 本文中，「人材」は基本的に「人財」の表記を使用しています。 

宮城県の人材育成の基本方針を示す「みやぎ人財育成基本方針」では，「人は，組

織にとって最も大切な財産」との考えのもと，「人材」を「人財」の文字に置き換

えている。 
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Ⅰ 基本方針 

１ 宮城県が目指す職員像 

  令和２年度は，「宮城県震災復興計画」の最終年度となり，復興の総仕上げと復興期間後の取組 

を見据えた重要な年です。こうした中，新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により,経済状 

況やこれまでの生活様式が急激に変化しており，新たな課題解決や，多様化・高度化する県民ニ 

ーズに対応した行政運営が求められています。 

このため，職員には，宮城の将来を意欲的に切り拓こうとする「創造」と，自分がなすべきこ 

とを自分で考え，県民や組織の期待に応えようとする「自律」が特に必要となり，まさに，みや 

ぎ人財育成基本方針（以下，「人財育成基本方針」という。）に謳う「創造性豊かで自律的に行動 

する宮城県職員」の実践が求められています。 

 

人財育成基本方針では，目指す職員像として，以下の４つの具体的なイメージを掲げています。 

職員一人ひとりが，この目指す職員像を目標とし，自律的に学習に励むこととしており，研修

所研修においても本方針に則して，県政に貢献できる人財の育成に取り組んでいきます。 

 

＜目指す職員像の具体的なイメージ＞ 

 

 

 

 

 

２ 職員に求められる資質・能力 

   人財育成基本方針では，職員が仕事をするために必要な資質・能力として，「革新創造」，「論理

展開」，「計画遂行」，「対人対応」，「自己確立」，「組織開発」，「県民視点への立脚」の７つを設定し

ています。また，職責に応じた職位が設定されていますが，必要な資質・能力は職位によって変化

していきます。職員は，今の自分の職位に求められる能力を知り，次のステップに向けて自律的に

学習に励むことが期待されます。 

 

 

 

    

                          ※網掛けが濃くなるにつれ，より求められる資質・能力 

資質・能力

一

般

職

主事

技師

～

主査級

監

督

職

主任主査級

～

課長補佐級

管

理

職

総括以上

職位区分

県民視点

対人対応

組織開発

自己確立

論理展開 革新創造

計画遂行

県民視点

対人対応

組織開発

自己確立

論理展開 革新創造

計画遂行

県民視点

対人対応

組織開発

自己確立

論理展開 革新創造

計画遂行

○一人の県民として，ふるさとみやぎのために貢献する職員 

○あつい志を持ち，県行政のプロフェッショナルとして自律的に行動する職員 

○物事の本質を見極め，創造性豊かに課題解決に取り組む職員 

○前向きさとしなやかな粘り強さを持って挑戦する職員 

求められる資質・能力の設定についての考え方 職位区分に応じた期待される資質・能力 
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３ 研修所研修の基本方向 

令和２年度当初は，階層別研修（１５研修），選択制研修（２３講座），派遣研修（１９研修）

を実施する予定でしたが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため，令和２年５月

から７月に実施する研修所研修については，新任職員研修（前期）を除き８月以降に延期するこ

ととしました。 

去る５月１４日に緊急事態宣言が解除されたことから，宮城県新型コロナウイルス感染症対策 

本部の「県主催イベント・会議等の考え方について」等に基づき研修所研修を再開します。 

また，職員の自律的な学習をサポートし，目指す職員像を目標とした職員の育成に向けて，以 

下の５点を研修の基本的な方向とし，階層別研修（１６研修），派遣研修（１９研修）を実施する 

ほか，これまで以上に自主研修及び職場研修への支援を行うとともに，今後は，Web等を用いた研 

修実施展開を見据え，職員の主体的かつ計画的な資質・能力の向上を推進していきます。 

 

＜基本方向＞ 

① 自律型人財の育成 ～自ら考え行動できる職員へ～  

本県を取り巻く社会環境が絶えず変化する中，職員一人ひとりは，さまざまな物事に対して常に問題意識を持ち，

その解決に向けて，失敗を恐れず前向きに判断・行動し，さまざまな県民ニーズに的確に対応することが求められ

ています。 

このため，日々の業務から，県民ニーズ達成による県民サービス向上等の目的意識を持ち，組織の期待と要請を

踏まえた上で，課題解決のために自ら考え行動できる『自律型人財』の育成に資する研修を展開していきます。 
 

② 政策力の一層の強化 ～創造性豊かな職員へ～ 

人口減少社会の進展や東日本大震災の発生によって，県民ニーズ及び地域課題が多様化，高度化する中で，職員

は県勢の持続的な発展を見据えて，確かな専門的知識を身に付け，さまざまな視点から効果的な政策を展開してい

くことが求められています。 

このため，職員の創造性を高め，前例に捉われず課題の本質を見極めた上で，本県独自の政策や事業を企画立案

できるよう，政策力の一層の強化と政策の展開において重要となる情報発信の強化を図るための研修を充実してい

きます。 
 

③ 庁外の人々との交流の拡大 ～県民と協働する職員へ～ 

行政課題を解決していくためには，「ふるさとみやぎを発展させたい」という共通目標のもと，国や市町村のみ

ならず，県民，企業，各種団体等の多様な主体と協働し，さまざまな意見や考え方に耳を傾けながら日々の業務に

取り組むことが必要となります。 

このため，多様な主体の人々との交流や相互理解を促進する研修を充実していきます。 
 

④ マネジメント力の一層の強化 ～職員の能力を最大限発揮できる組織へ～ 

組織の総合力を向上させる上では，管理監督者は職員一人ひとりが最大限能力を発揮できるよう適切な指導・助

言を行い，時には困難な行政課題にチャレンジさせ，経験を積ませる等して人財マネジメントに積極的に取り組む

ことが必要となります。また，管理監督者は，人員，予算，時間の制約がある中で，所属内の組織目標達成に向け

て適切な業務配分・進捗管理を行うほか，危機発生時に迅速かつ的確な意思決定を行う等の組織運営マネジメント

にも取り組むことが求められています。 

このため，管理監督者のマネジメント力を一層強化するための研修を充実していきます。 
 

⑤ キャリア形成の積極的支援 ～多様な人財が活躍する組織へ～ 

職員が自身の資質・能力発揮の方向性，目指すべき職員像等を意識しながら，使命感と意欲を持って仕事に臨

み，計画的に資質・能力育成によるキャリア形成を図ることができれば，組織の総合力が向上し，最適な行政   

サービスの提供につながります。また，多様な働き方が浸透する中で，職員一人ひとりの環境に応じた適切な  

キャリア形成を支援することも組織に求められています。 

このため，職員の多様な働き方に応じた，職員の計画的なキャリア形成を支援するという視点を重視した研修

を展開していきます。  
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Ⅱ 令和２年度の主な取組 
 

 

１ 階層別研修 

 新任職員から課長級職員までの各階層において，職員がそれぞれの職位に応じて求められる知識

や資質・能力の修得を図ります。令和２年度における主な取組は，次のとおりです。 

 

【新たな取組】 
(1) 東日本大震災の記憶と教訓の伝承と災害対応能力の向上を図る研修 

東日本大震災発災から９年が経過し，職員の中でも東日本大震災の記憶の風化が懸念さ

れる中，県職員の３割以上が東日本大震災時の対応経験がない職員となっている現状から，

今後の災害発生に備え，東日本大震災の記憶と教訓の伝承と，それを踏まえた災害対応能

力の向上が課題となっています。 

そのため，平成２４年度から東日本大震災の概況や被害状況，初動対応について講義等

を行っている新任職員研修に加え，各階層別研修において東日本大震災を踏まえた研修を

実施することとし，令和２年度は，課長補佐（総括）級研修及び課長級研修で新たに実施

します。 

課長補佐（総括）級研修では，東日本大震災の経験から得られた教訓に加え，大規模災

害発生時における県の組織体制や初動対応について理解を深めるための研修を実施します。 

課長級研修では，東日本大震災の経験から得られた教訓や今後の災害対応への備えにつ

いて理解を深めるため，災害対策本部で災害対応を指揮した職員による講義を実施します。 

 

(2) ３０歳代職員のためのキャリアデザインセミナー 

キャリアデザイン研修については，平成２６年度の研修所研修計画において，当分の間

一時休止としていましたが，職員の多様な働き方に応じた職員の計画的なキャリア形成を

支援するため，自己の適性や能力について理解を深め，今後進みたい方向性や活躍する姿

をキャリアビジョンとして描く研修を「３０歳代職員のためのキャリアデザインセミナー」

と題し，新たに実施します。 

 

(3) 新任職員研修（前期：特別） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により，入庁式は部局毎に開催されたほか， 

新任職員研修（前期）は公務研修所での集合型研修を実施せず，各所属等において自学自 

習型としたため，新規採用職員が一同に会する機会がありませんでした。 

去る５月１４日に緊急事態宣言が解除され，外出自粛，イベント開催等の制限が段階的 

に緩和されていくことを受け，「コミュニケーションの基礎」等，演習を含む研修を実施し 

ます。 

 

  【当初計画からの変更内容】 

   (1) 新任職員研修（前期） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，当初計画していた公務研修所での２泊 

３日の集合研修を実施せず，庁内イントラに掲載した音声データや資料及び eラーニング研 

修の一部の講座を活用して，各所属等における自学自習型の研修を３日間程度実施しました。 
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   (2) ７月下旬以降，順次実施する研修 

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため，公務研修所に集合する日程を最大１泊２日 

とし，研修受講者数を各教室の収容定員の半分程度で実施することから研修の実施班数を増 

やし，研修期間中は感染防止対策を講じた上で実施します。また，一部の研修では，集合研 

修のほかに研修カリキュラムの一部を各所属等において自学自習型で実施します。 

 イ 新任職員研修（後期） 

   ・集合研修の日程を３泊４日から１泊２日に変更するほか，研修カリキュラムの一部 

を各所属等において自学自習型で２日程度実施し，合計４日間の研修所研修としま 

す。 

 ロ 主事・技師研修 

   ・集合研修の実施班数を４班から５班に増やして実施します。 

ハ 主査級研修 

・集合研修の日程を２泊３日から１泊２日に変更するほか，研修カリキュラムの一部 

を各所属等において自学自習型で１日程度実施し，合計３日間の研修所研修としま 

す。 

・集合研修の実施班数を３班から５班に増やして実施します。 

ニ 主任主査級研修 

   ・集合研修の日程を２泊３日から１泊２日に変更するほか，研修カリキュラムの一部 

を各所属等において自学自習型で１日程度実施し，合計３日間の研修所研修としま 

す。 

 ホ 班長研修 

   ・集合研修の実施班数を３班から５班に増やして実施します。 

へ 課長補佐（総括）級研修 

   ・集合研修の日程を２泊３日から１泊２日に変更します。 

・集合研修の実施班数を２班から４班に増やして実施します。 

 

２ 選択制研修 

令和２年度は，職員に特に求められる職務能力の開発・修得を図る階層別研修を優先して実施

することから，選択制研修をすべて中止します。 

 

３ 派遣研修 

   総務省自治大学校及び公益財団法人東北自治研修所研修への職員派遣は，派遣先の計画に合わ

せ，引き続き実施します。 
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４ 必修選択制研修 

   定期的な研修所研修の受講による，職員の自律的な学習の支援及び職務遂行上必要なスキルの

修得を図るため，主査級研修実施前後の一定期間内に選択制研修又は派遣研修の受講を必修とす

る必修選択制研修については，引き続き実施します。 

令和２年度は，必修選択制研修の対象研修が派遣研修のみとなるため，令和２年度に受講でき 

なかった職員については，翌年度も受講対象とする予定です。 

   ＜対象者及び受講方法＞ 

区分 
対象者 

受講方法 
職位 期間 

必修選択制（前期） 
Ａ期間 主事又

は技師 

採用５～９年目（５年間）の職員 
左の期間内に

各１回受講 
Ｂ期間 採用１０～１４年目（５年間）の職員 

必修選択制（後期） 主査級 主査級在職期間 

    ※詳細は別途通知します。 

 

５ 学習的職場風土づくりへの支援 

   職員が自律的学習に取り組むには，上司や同僚が，職員の思いを理解して温かく後押ししたり，

職場における職員間の相談・助言が活発に行われたりすることにより，職場全体で資質・能力の

育成に取り組む「学習的職場風土」が大切です。特に，新型コロナウイルス感染症の影響により，

研修所研修の受講機会が減少する令和２年度において，その役割はより大きなものとなります。 

公務研修所では，このような学習的職場風土づくりに対する支援を行っています。令和２年度

においても，次のとおり引き続き実施します。 

 

(1) 職場研修への支援 

職員研修の中核である職場研修を次の取組により引き続き支援します。 

・ 業務遂行に必要な実務・専門的知識の修得等を目的とした職場研修を活性化し，職員の課

題解決能力等の向上を図るため，各所属が行う職場研修に係る経費を公務研修所が支援する

「職場研修支援事業」を実施します。 

・ 東北自治研修所が実施する OJT 指導者養成研修への職員派遣を行います。 

・ 新任職員が身につける必要がある知識や心構え等に関する情報を提供するとともに，メン

ターと新任職員とのコミュニケーションを円滑にするための支援として，メンターメルマガ

を定期的に発行します。 

・ 職場研修に関する情報提供等による支援を行います。 

 

(2) 自主研修への支援 

職員が積極的な自己啓発意欲に基づき，自身に必要な知識・能力を修得するために行う自

主研修を，次の取組により引き続き支援します。 

・ 自主的な能力開発機会の提供として eラーニング研修を実施するほか，公務研修所が指定

する通信講座について受講支援を行います。令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の影

響により研修所研修の受講機会が減少するため，eラーニング研修の受講機会を拡充して実

施します。 

・ 新任職員向け eラーニング研修を実施し，新任職員の自主的な学習の環境を整備し，職務

遂行に必要な基礎的知識の修得と自己啓発意欲の向上を支援します。 
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なお，新任職員研修（前期）において，一部の eラーニング研修を必修化しており，必修

科目以外の科目の自主的な受講について啓発を図ります。 

 

６ 職場における研修推進に向けた支援強化 

公務研修所では，職員研修を計画的かつ効果的に推進する役割を担う研修推進員に対する支援

を行っています。令和２年度は，各階層別研修や選択制研修等の研修所研修に関する情報を小ま

めに提供するとともに，研修推進員との更なる連携強化を図り，一層計画的な職員研修を支援し

ます。また，研修所研修と部局研修との有機的な連携強化と効果的な研修運営を推進するため，

部局研修の把握や総括研修推進員会議を引き続き実施します。 

 

７ 研修所研修の研修効果把握 

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症の感染防止のため，一部の講義を各所属等において 

自学自習型で実施しているほか，研修所への集合の機会を減らすなど，昨年度までに比べ，研修 

の実施形態を大きく変更しています。 

そこで，従来のアンケート項目に加え，研修の実施形態を変更しても研修目的を十分達成でき

るか確認する項目を加えて研修効果を把握するとともに，次年度以降の研修実施方法やカリキュ

ラム検討の参考とします。 



（変更）

（変更）

（変更）
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中止

事例に学ぶ　人口減少・少子高齢社会の自治体政策コース 5     

事例に学ぶ　公共施設のアセットマネジメントコース 5     

事例に学ぶ　地域経済活性化コース～新型コロナ発生以降の観光振興～ 5     

（新規）

行政課題研修

自治大学校 100 政策法務研修 5     

新任職員 160 改正民法（債権関係）研修 5     

eラーニング研修 民間 200 ハラスメント防止指導者養成研修 4     

自主研修 通信講座受講支援 20 OJT指導者養成研修 3     

計画人数 接遇研修指導者養成研修 3     

研修講師養成研修 2     

JKET（公務員倫理）指導者養成研修 2     

指導者養成研修

研修企画・運営者研修 2     

危機管理コース 5     

マスメディア対応コース 5     

説明力・表現力向上コース 5     
地域研修

働き方改革マネジメントコース 5     

17 研修 中堅職員研修 1     （変更）

65人 管理・監督者研修

3人

   主任級職員研修 3     

派遣研修 自治大学校研修 　第１部課程 2     

東北自治研修所研修 2 研修 　第１部・第２部特別課程 1     

部局研修

選択制研修

3 研修 65    （変更）

415人 30    （新規）

女性職員キャリアデザインセミナー

３０歳代職員のためのキャリアデザインセミナー

 　採用時 20    

 　 　 フォローアップ 10    

特別コース みやぎ人財育成管理者セミナー

技能労務職員研修

任期付職員研修

30    

（変更）

320  （未定）

課長級研修 80    

再任用職員研修 75    

13 研修 　 後期 170  （変更）

（新規）

班長研修 155  （変更）

課長補佐（総括）級研修 125  （変更）

主査級研修 140  （変更）

主任主査級研修 90    （変更）

（変更）

※　令和２年度計画（当初）からの変更箇所に下線を引いています。

Ⅲ 令 和 ２ 年 度 研 修 所 研 修 体 系 図

職場研修 職場研修支援事業

計画人数

職場外研修 研修所研修 階層別研修 新任職員研修

　 前期：特別 160  

1,761人 1,761人 1,346人
主事・技師研修 130  （変更）

　 前期　※実施済 161  （変更）

16 研修
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事
・
技
師
研
修

必
修
選
択
制

（
前
期
A

）

必
修
選
択
制

（
前
期
B

）

主
査
級
研
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修
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長
補
佐

（
総
括

）
級
研
修
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長
級
研
修

（５年ごと）

8

指導者養成研修（ＪＫＥＴ，ＯＪＴ，ハラスメント防止）

政策法務研修

改正民法（債権関係）研修

行政課題研修（自治体政策，アセットマネジメント，地域経済活性化）

自
主
研
修

通信講座受講支援

ｅラーニング研修（新任職員） ｅラーニング研修（民間／自治大学校）

派
遣
研
修

自
治
大

学
校

第１部課程
第１部・第２部特別課程

東
北
自
治
研
修
所

主任級職員研修

中堅職員研修

管理・監督者研修（危機管理，マスメディア）

管理・監督者研修（説明力，働き方改革）

指導者養成研修（研修企画・運営者研修，研修講師養成研修）

指導者養成研修（接遇研修指導者養成研修）

３０歳代職員のためのキャリアデザインセミナー

班
長
研
修

技能労務職員研修

女性職員キャリアデザインセミナー

研
修
所
研
修

階
層
別
研
修

事
務
職
員
・
技
術
職
員

新
任
職
員
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修

（
前
期

）
・

（
前
期
 
¨
特
別

）

新
任
職
員
研
修

（
後
期

）

技
能

労
務

職
員

特
別
コ
ー
ス

みやぎ人財育成管理者セミナー

Ⅳ 令 和 ２ 年 度 研 修 所 研 修 構 成 図

キャリア探索期 キャリア充実期 キャリア展開期

一般職 監督職 管理職

新規採用職員 主事・技師級 主査級 主任主査級 課長補佐級 課長級 次長級以上
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Ⅴ 令和２年度研修実施計画の概要 

１ 階層別研修 

※実施日及び科目は変更になる場合があります。 

 

 

目 的 公務員として必要な基礎的知識とスキル及び新しい環境に対する適応力を修得

し，県職員としての責任感と使命感の養成を図る。 

対 象 者 令和元年１１月１日以降に新たに本県の職員として採用された者等 

（修了者数：１６１人） 

実 施 日 令和２年５月１１日（月）から１５日（金）までのうち３日間程度  【３日】 

主 な 科 目 ➣ 信頼される公務員 

➣ 行政事務の基本（文書制度，情報セキュリティ 等） 

➣ 仕事の基本  

➣ メンタルヘルス  

 

備 考 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，当初計画していた公務研修所

での２泊３日の集合研修を実施せず，庁内イントラに掲載した音声データや資料

及びeラーニング研修の一部の講座を活用して，各所属等における自学自習型の研

修を３日間程度実施。 

 

 

 

目 的 公務員として必要な基礎的知識とスキル及び新しい環境に対する適応力を修得

し，県職員としての責任感と使命感の養成を図る。 

対 象 者 令和元年１１月１日以降に新たに本県の職員として採用された者 

（計画人数：１６０人） 

実 施 日 令和２年６月１９日（金）                 【４時間程度】 

主 な 科 目 

 

➣ 知事講話 

➣ コミュニケーションの基礎 

備 考 行政庁舎２階講堂で実施。 

新任職員研修（前期） ※ 実施済 

新任職員研修（前期：特別） 新規 

変更 
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目 的 公務員としての基礎的知識と職務遂行に必要なスキルを修得し，県職員としての

意識の確立を図る。 

対 象 者 新任職員研修（前期）を修了した者 （計画人数：１７０人） 

実 施 日 

(集合研修 ) 

第１班：令和２年１０月 １日（木）～ ２日（金） 

第２班：令和２年１０月 ６日（火）～ ７日（水） 

第３班：令和２年１０月２９日（木）～３０日（金）           【１泊２日】 

※ 上記のほか，研修カリキュラムの一部を各所属等において自学自習型で２日程 

度実施し，合計４日間の研修所研修とする。          【合計４日】 

主 な 科 目 

 

➣ 法令の基礎知識 

➣ 地方公務員制度 

➣ 地方自治法 

➣ 富県宮城の実現に向けて 

 

 

 

 

 

目 的 実務担当者として必要な知識とスキルを修得し，効率的かつ効果的な業務遂行能

力の養成を図る。 

対 象 者 採用から３年目の職員 （計画人数：１３０人） 

実 施 日 第１班：令和２年 ８月２０日（木）～２１日（金） 

第２班：令和２年 ８月２７日（木）～２８日（金） 

第３班：令和２年 ９月 ９日（水）～１０日（木） 

第４班：令和２年１０月１４日（水）～１５日（木） 

第５班：令和２年１０月２１日（水）～２２日（木）      【１泊２日】 

※ 集合研修の実施班数を４班から５班に増やして実施。 

主 な 科 目 ➣ みやぎ人財育成基本方針      ➣ 信頼される公務員 

➣ 効率的な仕事の進め方       ➣ タイムマネジメント 

➣ ロジカルシンキング 

 

新任職員研修（後期） 

主事・技師研修 変更 

変更 
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目 的 中堅職員としての役割を理解するとともに，組織目標の達成に必要なスキル及び

職場内コミュニケーションに必要な知識を修得し，業務遂行マネジメント力及び

政策形成力の向上を図る。 

対 象 者 主査相当職昇任者 （計画人数：１４０人） 

実 施 日 

(集合研修 ) 

第１班：令和２年 ９月 ８日（火）～    ９日（水） 

第２班：令和２年 ９月１０日（木）～   １１日（金） 

第３班：令和２年１１月３０日（月）～１２月 １日（火）  

第４班：令和２年１２月１７日（木）～   １８日（金） 

第５班：令和２年１２月２４日（木）～   ２５日（金）   【１泊２日】 

※ 上記のほか，研修カリキュラムの一部を各所属等において自学自習型で１日程 

度実施し，合計３日間の研修所研修とする。           【合計３日】 

※ 集合研修の実施班数を４班から５班に増やして実施。 

主 な 科 目 ➣ 主査級職員に期待すること  ➣ 組織を意識した仕事の進め方 

➣ 目標達成のための PDCA   ➣ ロジカルシンキングによる分析・説明力 

➣ 業務改善          ➣ 職場内コミュニケーション 

 

 

目 的 監督職としての役割を理解するとともに，業務遂行の中心的存在として必要な知

識とスキルを修得し，業務運営マネジメント力及び政策形成力の向上を図る。 

対 象 者 主任主査相当職昇任者 （計画人数：９０人） 

実 施 日 

(集合研修 ) 

第１班：令和２年１１月１０日（火）～１１日（水） 

第２班：令和２年１１月１９日（木）～２０日（金）  

第３班：令和２年１２月１０日（木）～１１日（金）      【１泊２日】 

※ 上記のほか，研修カリキュラムの一部を各所属等において自学自習型で１日程 

度実施し，合計３日間の研修所研修とする。           【合計３日】 

主 な 科 目 

 

➣ 主任主査に求められる役割   ➣ 監督職に必要となるマネジメント能力 

➣ 職場内コミュニケーション（コーチングの概要） ➣ セルフマネジメント 

➣ リーダーシップとフォロワーシップ   ➣ ラテラルシンキング 

主査級研修 

主任主査級研修 変更 

変更 



12 

 

 

 

目 的 チームリーダーとしての役割を理解するとともに，組織の中核的存在として必要

な知識とスキルを修得し，組織マネジメント力の養成を図る。 

対 象 者 初めて班長を命ぜられた職員等 （計画人数：１５５人） 

実 施 日 

 

第１班：令和２年 ９月１６日（水）～１７日（木） 

第２班：令和２年１０月１３日（火）～１４日（水）  

第３班：令和２年１０月１５日（木）～１６日（金）  

第４班：令和２年１０月２０日（火）～２１日（水） 

第５班：令和２年１０月２２日（木）～２３日（金）      【１泊２日】 

※ 集合研修の実施班数を３班から５班に増やして実施。 

主 な 科 目 ➣ 班長に期待すること      ➣ チームリーダーとしての公務員倫理 

➣ 業務量のアンバランスの是正とその実践 

➣ ビジネスコーチングの基本的なスキル 

➣ 健全で危機に強い活力ある職場づくり   ➣ 人財マネジメント 

 

 

 

目 的 管理職としての役割を認識するとともに，組織の意思決定や人財育成に必要な知

識とスキルを修得し，組織マネジメント力の向上を図る。 

対 象 者 初めて総括担当を命ぜられた職員等 （計画人数：１２５人） 

実 施 日 

 

第１班：令和２年７月２１日（火）～２２日（水） 

第２班：令和２年８月 ３日（月）～ ４日（火） 

第３班：令和２年８月１７日（月）～１８日（火） 

第４班：令和２年８月２５日（火）～２６日（水）       【１泊２日】 

※ 集合研修の日程を２泊３日から１泊２日に変更。 

※ 集合研修の実施班数を２班から４班に増やして実施。 

主 な 科 目 ➣ 管理職の心構え            ➣ 信頼される職場づくり 

➣ 東日本大震災の教訓と大規模災害発生時の組織体制及び初動対応について 

➣ 課長補佐（総括）の仕事とマネジメント ➣ マネジメント上の問題と解決 

 

課長補佐（総括）級研修 

班長研修 変更 

変更 
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目 的 組織を運営する管理職としての役割を認識するとともに，責任者として必要な知

識とスキルを修得し，総合的な組織マネジメント力の向上を図る。 

対 象 者 本庁課長相当職昇任者 （計画人数：８０人） 

実 施 日 

 

第１班：令和２年７月２９日（水）～３０日（木） 

第２班：令和２年８月 ６日（木）～ ７日（金）       【１泊２日】 

主 な 科 目 ➣ 副知事講話 

➣ 東日本大震災当時の対応から得られた教訓と今後の危機管理 

➣ マスメディア対応         

➣ 自治体マネジメント 

 

 

 

目 的 再任用職員としての心構え，役割，長年の経験の活用方法等を修得し，意識・意

欲の向上を図る。 

対 象 者 新たに再任用職員として採用された者で公務研修所長が指名する者 

（計画人数：７５人） 

実 施 日 令和２年９月１４日（月）                    【１日】 

主 な 科 目 ➣ 再任用職員の役割      ➣ 再任用職員としての組織への貢献 

➣ チームワーク        ➣ 再任用職員のキャリア展開 

 

 

 

目 的 公務員としての見識を高め，業務遂行に必要な知識とスキルの向上を図る。 

対 象 者 過去５年間に本研修を未受講の技能労務職員で公務研修所長が指名する者 

（計画人数：３０人） 

実 施 日 令和３年１月２８日（木）～２９日（金）          【１泊２日】 

主 な 科 目 ➣ 県政の主要施策        ➣ 公務員倫理の保持 

➣ 職場内コミュニケーション   ➣ メンタルヘルス 

課長級研修 

再任用職員研修 

技能労務職員研修 

変更 
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 新規採用者 再採用者 

目 的 公務員として必要な基礎的知識とスキ

ル及び新しい環境に対する適応力を修

得し，県職員としての責任感と使命感

の養成を図る。 

公務員としての認識を深め，事業遂行に

必要な知識とスキルを修得し，復興事業

に取り組む意欲のさらなる向上を図る。 

 

対 象 者 新たに本県の任期付職員として採用さ

れた者 （計画人数：１０人） 

令和２年４月１日以降に本県の任期付

職員として引き続き採用された者 

（計画人数：１０人） 

実 施 日 令和２年１１月２６日（木） 

～２７日（金） 【１泊２日】 

令和２年１１月２６日（木） 

～２７日（金） 【１泊２日】 

主 な 科 目 ➣ 所長講話 

➣ 宮城県職員として 

➣ 信頼される公務員 

➣ 宮城の将来ビジョンと創造的復興

への取組 

➣ 復興まちづくりの現状と課題 

➣ 被災者支援のこれまでの取組と今後

の課題 

➣ メンタルヘルス 

 

 

 

 

 

目 的 公務員としての認識を深め，事業遂行に必要な知識とスキルを修得し，復興事業

に取り組む意欲のさらなる向上を図る。 

対 象 者 令和元年１１月１日以降に本県の任期付職員として新たに採用され被災市町に派

遣されている者 （計画人数：１０人） 

実 施 日 令和２年１１月２６日（木）～２７日（金）         【１泊２日】 

主 な 科 目 ➣ 復興まちづくりの現状と課題 

➣ 被災者支援のこれまでの取組と今後の課題 

➣ メンタルヘルス 

 

 

任期付職員フォローアップ研修 

任期付職員研修 
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＜特別コース＞ 

 

 

目 的 行政が直面する課題や進むべき方向性等について，各界有識者の知見を学ぶこと

により，管理職としての広い視野と深い見識の涵養を図る。 

対 象 者 課長補佐（総括）級以上の職にある者で受講を希望する者（計画人数：３２０人） 

実 施 日 未定 

実施内容等 公益財団法人東北自治研修所及び宮城県市町村職員研修所との共催で，東北六県

職員と市町村職員を対象とする３機関合同特別講演として実施します。 

 

 

 

 

目 的 女性職員の個性と能力が十分発揮される組織を目指して，女性が活躍推進の必要

性を理解するとともに，キャリア形成意欲の向上を図る。 

対 象 者 女性職員で受講を希望する者 （計画人数：６５人） 

実 施 日 令和３年１月                       【４時間程度】 

実施内容等 キャリアアップやワーク・ライフ・バランス等について，トークセッション，   

ワークショップ等を実施します。 

 

 

 

 

目 的 自己の適性や能力について理解を深めるとともに，今後進みたい方向性や活躍す

る姿をキャリアビジョンとして描き，その実現に向かって，主体的・計画的なキ

ャリア開発を図る。 

対 象 者 ３０歳代の職員で受講を希望する者 （計画人数：３０人） 

実 施 日 令和３年１月                          【１日】 

実施内容等 キャリア開発に関する講義や先輩職員のキャリア講話のほか，キャリアの棚卸し

ワークやキャリアビジョンの創作ワークを実施します。 

 

３０歳代職員のためのキャリアデザインセミナー 新規 

みやぎ人財育成管理者セミナー 

女性職員キャリアデザインセミナー 変更 
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２ 派遣研修：自治大学校 
※実施日及び科目は変更になる場合があります。 

 

 

目 的 県の中核を担っていく職員として必要な政策形成能力及び行政経営能力を修得す

るとともに，公務員としての使命感及び管理者意識の涵養を図る。 

実 施 日 第１３４期：令和２年 ８月１２日（水）～１１月１９日（木） 

第１３５期：令和２年１０月２１日（水）～令和３年 ２月 ５日（金） 

※上記期間中には，基本法制研修Ａ及び休校日を含む。 

対 象 者 知事の推薦する職員 （計画人数：２人） 

主 な 科 目 ➣ 基本法制（憲法，行政法，民法，地方自治制度，地方公務員制度 等） 

➣ 演習科目（政策形成の手続きと戦略，政策法務 等） 

➣ 演習（データ分析演習，条例立案演習，政策立案演習 等） 

 

 

 

 

 

目 的 長期間の宿泊研修に参加することが難しい女性職員を対象に，比較的短期間で県

の中核を担っていく職員として必要な政策形成能力及び行政経営能力を修得する

とともに，公務員としての使命感及び管理者意識の涵養を図る。 

実 施 日 第４０期：令和２年１０月２６日（月）～令和３年 ３月 ５日（金） 

※上記期間中，自治大学校での集合研修は３５日程度 

対 象 者 知事の推薦する職員 （計画人数：１人） 

主 な 科 目 ➣ 基本法制（行政法，民法，地方自治制度，地方公務員制度 等） 

➣ 演習科目（公共政策の基本理論，政策法務 等） 

➣ 演習（事例演習，ディベート型演習 等） 

 

第１部課程 

第１部・第２部特別課程 
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３ 派遣研修：東北自治研修所研修 
※実施日及び内容は変更になる場合があります。 

 

 

目 的 若手職員の政策形成能力の向上に重点を置き，講義とグループ研究によって，政

策形成のプロセスを学ぶ。 
実 施 日 第８回：令和２年９月２３日（水）～１０月１６日（金）       

対 象 者 主査級以下（計画人数：３人） 
※原則２５歳以上３５歳未満の職員 

＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 科 目 ➣ 基本科目（地方自治法，政策形成能力

開発，プレゼンテーション・コミュニ

ケーション） 
➣ 演習科目（政策法務，少子・高齢社会

の政策戦略，地域経済活性化，地域経

済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等） 
➣ 講話（自治体職員 等） 

備 考  

 

 

 

目 的 法律，経済，財政，政策形成，マネジメント，危機管理，意思決定等の中堅職員

が近い将来必要とする科目を学び，人口減少・少子高齢社会を見据えた政策企画・

推進能力の向上及び組織を効果的に運営できるマネジメント力の向上を図る。 
実 施 日 第２０６回：中止 

第２０７回：令和２年１０月１９日（月）～１２月１８日（金）  
対 象 者 主任主査級以下（計画人数：１人） 

※原則３０歳以上４１歳未満の職員 
＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 科 目 ➣ 法律・経済（行政法，民法，地方自治

法，地域経済学 等） 
➣ 政策戦略（自治体財政，政策形成シ  

ミュレーション 等） 
➣ 能力開発等（政策形成能力開発，マネ

ジメント総論，危機管理 等） 

備 考  

  

主任級職員研修 

中堅職員研修 変更 
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目 的 住民説明会や議会での「答弁」を想定した管理・監督者向けの実践研修で，プレ

ゼンテーション能力及び議会対応力の向上を図る。 
実 施 日 令和３年１月２８日（木）～２９日（金）          【１泊２日】 
対 象 者 課長補佐（総括）級以上 

（計画人数：５人） 
＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 管理・監督者に求められるプレゼンテ

ーション能力 
➣ 議会・委員会対応のポイントと心得 
➣ 模擬答弁実習 
 

備 考  

 

 

 

 

目 的 公務員の特性に着目した「働き方改革」を推進する管理監督者の役割を確認する

とともに，現場で直面する課題を解決するための組織マネジメント能力の向上を

図る。 
実 施 日 令和２年１１月５日（木）～６日（金）           【１泊２日】 
対 象 者 課長補佐（総括）級以上 

（計画人数：５人） 
＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 働き方改革の基本的理解 
➣ 管理監督者の役割 
➣ マネジメント改革（働き方改革を実践

するために） 

備 考  

  

【管理・監督者研修】説明力・表現力向上コース 

【管理・監督者研修】働き方改革マネジメントコース 
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目 的 行政現場の危機管理に関する基本的な枠組み，手法及び考え方を確認した上で，

実際に想定される個々のリスク（自然災害・施設内事故等）について，イメージ

トレーニング及びミニ訓練を通じて学び，危機管理能力の向上を図る。 
実 施 日 令和２年１１月１９日（木）～２０日（金）         【１泊２日】 
対 象 者 主任主査級以上 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 危機管理の基本 
➣ 防災とＢＣＰ 
➣ 対策本部活動の基本 
➣ 事前対策としての「危険予知」の重要

性 
➣ 初動対応能力の強化 
➣ 職員の不祥事とコンプライアンス 
➣ 内部統制時代のリスク管理 

備 考 「マスメディア対応コース」と合わせて受講すると効果的です。 

 

 

 

 

目 的 危機発生時に管理・監督者に要求される適切なマスコミ対応を学ぶ。 
実 施 日 令和３年１月１４日（木）～１５日（金）          【１泊２日】 
対 象 者 主任主査級以上 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 緊急時のマスコミ対応 
➣ 記者会見の基礎知識と効果 
➣ メディア対応の準備 
➣ 模擬記者会見 
 

備 考 「危機管理コース」と合わせて受講すると効果的です。 

  

【管理・監督者研修】危機管理コース 

【管理・監督者研修】マスメディア対応コース 

変更 
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目 的 研修担当者に必要な「研修用語」や「技法」等の基本から，効果的な「カリキュ

ラム編成」，「研修運営」を講義と実習から学ぶ。 
実 施 日 令和２年１０月２７日（火）～２９日（木）         【２泊３日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：２人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ これからの職員研修と人財育成 
➣ 研修用語・理論・技法 
➣ 研修プランニングの基本 
➣ 研修企画のステップとニーズ把握 
➣ 研修カリキュラム作成実習，評価・ 

指導 
 

備 考 「研修講師養成研修」と合わせて受講すると効果的です。 

最低実施人数１０人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

 

 

 

 

目 的 内部講師を担当する際の話す技術，レジメ作成技術，講義におけるコミュニケー

ションの原則，インストラクション技術等について講義と実習から学ぶ。 
実 施 日 令和２年１０月２９日（木）～３０日（金）         【１泊２日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：２人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 内部講師の役割と求められる条件 
➣ 研修レジュメ作成 
➣ 講義におけるコミュニケーション 
➣ 話す技術の基本，伝わる力養成 
➣ 模擬講義演習 

備 考 「研修企画・運営者研修」と合わせて受講すると効果的です。 

最低実施人数１０人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

  

【指導者養成研修】研修企画・運営者研修 

【指導者養成研修】研修講師養成研修 
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目 的 高い倫理感に基づく公務運営を目指して，人事院が開発した研修により，住民の

信頼を確保する行動の理解，職場内研修の指導技法を修得する。 
実 施 日 令和２年９月３０日（水）～１０月２日（金）        【２泊３日】 
対 象 者 主任主査級以上 （計画人数：２人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 倫理とは 
➣ 公務員に求められる倫理 
➣ 公務員に求められる規律 
➣ 実際の場面で 
➣ 望ましい職場風土の形成 
➣ 講義実習 
 
 
 

備 考 最低実施人数９人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

 

 

 

 

目 的 模擬講義等を通じて，接遇指導者に必要な「理論」や「指導法」を学ぶ。 
実 施 日 令和２年９月２日（水）～４日（金）            【２泊３日】 
対 象 者 主査級以上 （計画人数：３人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 公務における接遇 
➣ マナーとコミュニケーション 
➣ 面接応対，電話応対 
➣ クレーム対応 
➣ よりよい接遇を目指して 
➣ 変革する地方行政とこれからの住民

（利用者）サービス 
➣ 講義実習 
 

備 考 最低実施人数１４人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

 

 

 

【指導者養成研修】ＪＫＥＴ（公務員倫理）指導者養成研修 

【指導者養成研修】接遇研修指導者養成研修 
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目 的 効果的なＯＪＴを実施するため，講師の心構え，モチベーション理論，コミュニ  

ケーション理論，タイプ別指導法，話し方，資料作成方法等を講義と実習を通じ

て学ぶ。 
実 施 日 令和２年１０月２１日（水）～２３日（金）          【２泊３日】 
対 象 者 主任主査級以上 （計画人数：３人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 「OJT 指導者」を教える立場の職員

としてのあるべき姿 
➣ 指導者として求められる知識 
➣ タイプ別指導法 
➣ インストラクションスキル向上 
➣ 研修指導する際の基本姿勢 
➣ 講義実習 
 

備 考 最低実施人数１０人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

 

 

 

 

目 的 ハラスメント（セクハラ・パワハラ）の現状と防止策，対応策を，制度，事例及

び判例から学ぶ。 
実 施 日 令和２年１１月２６日（木）～２７日（金）         【１泊２日】 
対 象 者 主任主査級以上 （計画人数：４人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ ハラスメントの現状と管理者の役

割 
➣ セクハラの防止 
➣ セクハラの苦情相談と対応の方法 
➣ セクハラの事例研究 
➣ パワハラ対策の法制化 
➣ パワハラの苦情相談と対応の方法 
➣ パワハラの事例研究 
 

備 考 最低実施人数１０人を下回る場合は中止になる可能性があります。 

  

【指導者養成研修】ＯＪＴ指導者養成研修 

【指導者養成研修】ハラスメント防止指導者養成研修 
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目 的 政策法務の意義，自治立法権，条例立案の留意点等を学び，法的な観点から合理

的な判断を行うための能力の向上を図る。また，条例の立案・制定について「条

例立案実習」等から学ぶ。 
実 施 日 令和２年８月３１日（月）～９月３日（木）         【３泊４日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 基調講義 
➣ 課題事例研究（グループ討議，発表，

質疑応答，講評） 
➣ 条例立案実習（グループ討議，発表，

質疑応答，講評） 
 

備 考  

 

 

 

 

目 的 １２１年ぶりに大改正された民法（債権関係）の令和２年４月の施行に伴い，時

効期間と起算点，短期消滅時効，時効の更新，完成猶予等の債権関係の改正につ

いて，法改正の概要と自治体業務への影響，対応や留意点について学ぶ。 
実 施 日 令和２年８月２７日（木）～２８日（金）          【１泊２日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 民法改正の概要と変更点 
➣ 自治体業務への影響，留意点 

備 考  

政策法務研修 

改正民法（債権関係）研修 新規 
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目 的 人口減少・少子高齢が及ぼす社会的な課題を包括的に捉え，問題解決を図る企画

立案能力の向上を図る。 
実 施 日 令和２年９月７日（月）～９日（水）又は９月８日（火）～１０日（木）のうち 

いずれかで実施予定。                    【２泊３日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 主 な 内 容 福祉政策にとどまらず地域自治，産業

振興，行政運営，防災など様々な分野

に人口減少・少子高齢化が及ぼす影響

やその対策を検討します。 
➣ 基調講義 
➣ 事例紹介 
➣ 政策立案実習（グループ研究，発

表，質疑応答，講評） 

備 考  

 

 

 

 

目 的 道路，橋梁，学校，病院，上下水道等の「老朽化した公共施設の把握」や，人口

減少や縮小する自治体財政を考慮した「施設の長寿命化，更新，統廃合」，「安全

確保」，「財政負担の軽減･平準化」等の公共施設のマネジメントを技術系，事務系

の職員が合同で学ぶ。 
実 施 日 令和２年９月１６日（水）～１８日（金）          【２泊３日】 
対 象 者 全階層 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 ➣ 公共施設の維持管理に関する総論 
➣ 道路・橋梁・建物等の維持管理 
➣ 公共施設のファシリティマネジメ

ント 
➣ 現場研修（建物） 
➣ 他自治体の事例紹介 
➣ ディスカッション 

備 考  

【行政課題研修】事例に学ぶ 人口減少・少子高齢社会の自治体政策コース 

【行政課題研修】事例に学ぶ 公共施設のアセットマネジメントコース 
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目 的 地域経済を活性化する手段としての「インバウンドを中心とした観光」に着目し，

集客増加のためのマーケティングや観光産業以外の地域経済へ及ぼす波及効果に

ついて学ぶ。 
実 施 日 令和２年１０月８日（木）～９日（金）           【１泊２日】 

※ ２泊３日から１泊２日に変更。 
対 象 者 全階層 （計画人数：５人） ＜ねらいとする資質・能力＞ 

 

主 な 内 容 観光振興を地域経済活性化の手段とし

て捉え，経済効果を高める方策や波及

効果を学びます。 
➣ 講義（総論・事例紹介） 
➣ 観光地経営計画策定実習（グループ

討議，発表，質疑応答，講評） 
 

備 考 ・「地域をうるおす観光戦略」から「新型コロナ発生以降の観光振興」へ，内容， 
副題を変更します。 

・令和２年度は，民間企業との連携を休止します。 

 

【行政課題研修】事例に学ぶ 地域経済活性化コース 
～新型コロナ発生以降の観光振興～ 

変更 
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４ 自主研修 

 

 

 

目 的 職員の自主的な学習を支援することで，自己啓発意欲の向上を図る。 

受 講 期 間 年間を通じて常時受付 

※毎月１５日（週休日及び休日の場合はその翌日）までに受講申請する場合，申

込月の翌月１日から受講開始となります。 

対 象 者 全階層 （計画人数：２０人）※上限はありません。 

内 容 対象講座を受講する場合，受講料に団体割引を適用することができます。 

※対象講座は公務研修所イントラに掲載するほか，別途通知します。 

 http://zao.intra.pref.miyagi.jp/kouken/jishukenshu.html 

 

  
 

 民間 自治大学校 新任職員 

目 的 職員の自主的な学習機会を提供し，県職員として必要な基礎的知識の習得と自己

啓発意欲の向上を図る。 

受 講 期 間 令和２年６月 

   ～令和３年２月 

前期 

令和２年６月～９月 

後期 

令和２年１１月 

   ～令和３年２月 

令和２年５月 

   ～令和３年２月 

対 象 者 全階層 

（計画人数１００人 

   → ２００人） 

全階層（計画人数：前期

５０人，後期５０人） 

※上限はありません。 

新任職員研修（前期）受

講者（計画人数８０人 

    → １６０人） 

内 容 ➣民間事業者が提供する

約２００講座から，自

身に必要な科目を選択

して，学習します。 

 

➣地方自治法，地方公務

員法及び地方税財政制

度の基本的知識につい

て，自身に必要な科目

を選択して，学習しま

す。 

➣ｅラーニング研修（民

間及び自治大学校）の

講座から，自身に必要

な科目を選択して，学

習します。 

➣所属長が必要と判断し

た場合，職場研修とし

て勤務時間内に実施す

ることができます。 

 

e ラーニング研修 

通信講座受講支援 
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５ 職場研修 

 

 

 

目 的 
職員研修の中核である職場研修を支援することにより，学習的職場風土の醸成を

図る。 

対 象 

外部講師を招へいして行う職場研修（複数の所属が連携して実施するものを含

む。）を対象とする。 

 

支 援 内 容 
外部講師の招へい経費（謝金・旅費）を予算の範囲内で支援。 

※申請手続き等の詳細は別途通知します。 

 

職場研修支援事業 



Ⅵ　令和２年度研修所研修年間予定表
担

当

櫻

井

菅

原

三

浦

菊

地

相

澤

渡

邉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

前期
特別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

政策
法務

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

再任
用

JKET

８　　　　　月

総括② 総括③ 総括④

主査① 主査② 班長①

第１部課程（第１３４期）

主事
技師①

主事
技師②

主事
技師③

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所 改正民法

第１部課程（第１３４期）自治大学校

９　　　　　月

階層別研修

第８回主任級職員研修
東北自治研修所

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

派遣研修

課長②階層別研修

接遇指導者養成

公共施設のアセッ
トマネジメント政策法務

６　　　　　月

階層別研修

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

階層別研修

７　　　　　月

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

課長①総括①

５　　　　　月

階層別研修

４　　　　　月

階層別研修

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

新任前期
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担
当

櫻
井

菅
原

三
浦

菊
地

相
澤

渡
邉

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

主査
③

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木
主査
③

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

※講師との調整等により日程が変更になる場合があります。また，日程が未確定の研修・講座は記載していません。

第１部・第２部特別課程（第４０期）

第２０７回中堅職員研修

１　　　　　月

階層別研修

危機管理

主査④

技能労
務職員

主任
主査③

１２　　　　　月

階層別研修

派遣研修

自治大学校 第１部課程（第１３５期）

東北自治研修所 第２０７回中堅職員研修

主査⑤

第１部・第２部特別課程（第４０期）

派遣研修

第１部課程（第１３４期）

第１部課程（第１３４期）

第１部課程（第１３５期）

第１部・第２部特別課程（第４０期）

自治大学校

第１部・第２部特別課程（第４０期）

第１部課程（第１３５期）

東北自治研修所

働き方
改革

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所
マスメディ
ア対応

２　　　　　月

説明力
表現力

東北自治研修所

ハラスメ
ント防止

地域経済
活性化

第１部課程（第１３５期）

自治大学校

第１部課程（第１３５期）

主任
主査①

主任
主査②

任期付

新任後期
①

新任後期
③

第８回主任級職員研修 第２０７回中堅職員研修

研修企画
・運営

講師養成

１１　　　　　月

３　　　　　月

階層別研修

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

階層別研修

派遣研修

階層別研修

派遣研修

自治大学校

東北自治研修所

JKET OJT指導者養成

１０　　　　　月

主事
技師④

主事
技師⑤

階層別研修
班長② 班長③ 班長④ 班長⑤

新任後期
②
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